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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　透光性基板上に、クロムを除く遷移金属およびケイ素を含有する材料からなるパターン
形成用薄膜と、クロムを含有する材料からなるクロム系薄膜が順に積層したマスクブラン
クを用いた転写用マスクの製造方法において、
　前記転写用マスクは、波長２００ｎｍ以下の露光光が適用されるものであり、
　クロム系薄膜上に、転写パターンを有するレジスト膜を形成する工程と、
　転写パターンを有するレジスト膜をマスクとして、クロム系薄膜に転写パターンを形成
する工程と、
　転写パターンを有するクロム系薄膜をマスクとして、パターン形成用薄膜に転写パター
ンを形成する工程と、
　前記クロム系薄膜をエッチングによって除去する工程と、
をこの順に行って転写用マスクを作製し、
　作製した転写用マスクに対し、前記パターン形成用薄膜からなる転写パターンのクロム
含有量が１．０×１０１８ａｔｏｍｓ／ｃｍ３未満になるまで、アルカリ溶液洗浄、温水
洗浄、オゾン含有水洗浄のうち１以上の洗浄を行う洗浄工程を有することを特徴とする転
写用マスクの製造方法。
【請求項２】
　前記洗浄工程は、アルカリ溶液洗浄、温水洗浄、およびオゾン含有水洗浄をこの順に行
うことを特徴とする請求項１記載の転写用マスクの製造方法。
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【請求項３】
　前記アルカリ溶液は、アンモニアと過酸化水素を含有する水溶液であることを特徴とす
る請求項１または２のいずれかに記載の転写用マスクの製造方法。
【請求項４】
　前記パターン形成用薄膜中の遷移金属は、モリブデンであることを特徴とする請求項１
から３のいずれかに記載の転写用マスクの製造方法。
【請求項５】
　前記パターン形成用薄膜は、光学濃度２．５以上を有する遮光膜であり、
　前記クロム系薄膜は、エッチングによって除去する工程で全て除去されることを特徴と
する請求項１から３のいずれかに記載の転写用マスクの製造方法。
【請求項６】
　前記パターン形成用薄膜は、透光性基板側から遮光層および表面反射防止層の少なくと
も２層以上の積層構造からなる遮光膜であることを特徴とする請求項５に記載の転写用マ
スクの製造方法。
【請求項７】
　前記パターン形成用薄膜は、ＤＲＡＭ　ｈｐ４５ｎｍ世代以降の転写パターンを有する
ことを特徴とする請求項１から６のいずれかに記載の転写用マスクの製造方法。
【請求項８】
　前記パターン形成用薄膜は、ハーフトーン型位相シフト膜であり、
　前記クロム系薄膜とパターン形成用薄膜との積層構造で光学濃度２．５以上を有し、
　前記クロム系薄膜をエッチングによって除去する工程で、転写パターン領域外周の遮光
帯領域以外の領域の前記クロム系薄膜は除去されて遮光帯が形成されることを特徴とする
請求項１から４のいずれかに記載の転写用マスクの製造方法。
【請求項９】
　請求項１から８のいずれかに記載の転写用マスクの製造方法で作製された転写用マスク
を用い、半導体ウェハ上に回路パターンを形成することを特徴する半導体デバイスの製造
方法。
【請求項１０】
　半導体ウェハ上に形成される回路パターンは、ＤＲＡＭ　ｈｐ４５ｎｍ世代以降の回路
パターンが含まれていることを特徴とする請求項９に記載の半導体デバイスの製造方法。
　
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、耐光性を向上させた転写用マスク及び転写用マスクの製造方法等に関する。
特に、波長２００ｎｍ以下の短波長の露光光を露光光源とする露光装置に好適に用いられ
る転写用マスク及びその製造方法、並びに半導体デバイスの製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、半導体装置の製造工程では、フォトリソグラフィー法を用いて微細パターンの
形成が行われている。また、この微細パターンの形成には通常何枚もの転写用マスク（フ
ォトマスク）が使用される。この転写マスクは、一般に透光性基板上に、金属薄膜等から
なる微細パターンを設けたものであり、この転写マスクの製造においてもフォトリソグラ
フィー法が用いられている。
【０００３】
　フォトリソグラフィー法による転写マスクの製造には、ガラス基板等の透光性基板上に
転写パターン（マスクパターン）を形成するための薄膜（例えば遮光膜など）を有するマ
スクブランクが用いられる。
　このマスクブランクを用いた転写マスクの製造は、マスクブランク上に形成されたレジ
スト膜に対し、所望のパターン描画を施す露光工程と、所望のパターン描画に従って前記
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レジスト膜を現像してレジストパターンを形成する現像工程と、レジストパターンに従っ
て前記薄膜をエッチングするエッチング工程と、残存したレジストパターンを剥離除去す
る工程とを有して行われている。
　上記現像工程では、マスクブランク上に形成されたレジスト膜に対し所望のパターン描
画（露光）を施した後に現像液を供給して、現像液に可溶なレジスト膜の部位を溶解し、
レジストパターンを形成する。また、上記エッチング工程では、このレジストパターンを
マスクとして、ドライエッチング又はウェットエッチングによって、レジストパターンが
形成されておらず薄膜が露出した部位を溶解し、これにより所望の転写パターンを透光性
基板上に形成する。こうして、転写用マスクが作製される。
【０００４】
　半導体装置のパターンを微細化するに当たっては、転写用マスクに形成される転写パタ
ーンの微細化に加え、フォトリソグラフィーで使用される露光光源波長の短波長化が必要
となる。半導体装置製造の際の露光光源としては、近年ではＫｒＦエキシマレーザー（波
長２４８ｎｍ）から、ＡｒＦエキシマレーザー（波長１９３ｎｍ）へと短波長化が進んで
いる。
【０００５】
　また、転写用マスクの種類としては、従来の透光性基板上にクロム系材料からなる遮光
膜パターンを有するバイナリ型マスクのほかに、ハーフトーン型位相シフトマスクが知ら
れている。このハーフトーン型位相シフトマスクは、透光性基板上に光半透過膜（ハーフ
トーン型位相シフト膜）を有する構造のもので、この光半透過膜は、実質的に露光に寄与
しない強度の光（例えば、露光波長に対して１％～２０％）を透過させ、この透過光に所
定の位相差を付与するものであり、例えばモリブデンシリサイド化合物を含む材料等が用
いられる。このハーフトーン型位相シフトマスクは、光半透過膜をパターニングした光半
透過部と、光半透過膜が形成されておらず露光光を透過させる光透過部とによって、光半
透過部を透過した光の位相が、光透過部を透過した光の位相に対して、実質的に反転した
関係になるようにする（即ち位相をシフトさせる）ことによって、光半透過部と光透過部
との境界部近傍を通過し回折現象によって互いに相手の領域に回りこんだ光が互いに打ち
消しあうようにし、境界部における光強度をほぼゼロとし境界部のコントラスト即ち解像
度を向上させるものである。
【０００６】
　さらに、ＡｒＦエキシマレーザ（波長１９３ｎｍ）を露光光とする露光技術においては
、転写パターンの微細化が進み、露光光の波長よりも小さいパターン線幅に対応すること
が求められ、斜入射照明法、位相シフト法等の超解像技術、さらにＮＡ＝１以上の超高Ｎ
Ａ技術（液浸露光等）が開発されてきている。
　転写パターンの微細化が進むに従い、レジストパターンの幅は狭くなってきている。こ
のため、従来のレジスト膜の膜厚ではアスペクト比が高くなってしまい、レジストパター
ンをマスクとして遮光膜をドライエッチングして転写パターンを形成することが難しくな
ってきている。
【０００７】
　この問題の解決手段の１つとして、フッ素系ガスでドライエッチング可能な遮光膜を遷
移金属とケイ素を含有する膜で形成し、その遮光膜の上にクロム系材料からなるエッチン
グマスク膜を形成した構成のバイナリ型のマスクブランクが開発されている（特許文献１
）。このマスクブランクから転写用マスクを作製する方法は、まず、エッチングマスク膜
の上にレジストパターンを形成し、レジストパターンをマスクとして、塩素と酸素の混合
ガスをエッチングガスとしたドライエッチングを行い、エッチングマスク膜に転写パター
ンを形成する。次に、エッチングマスク膜の転写パターンをマスクとして、フッ素系ガス
をエッチングガスとしたドライエッチングを行い、遮光膜に転写パターンを形成する。そ
して、エッチングマスク膜を除去し、所定の洗浄工程を経て、バイナリ型の転写用マスク
が作製される。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２００７－２４１０６０号公報
【特許文献２】特開２００２－１５６７４２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　ところで、近年のパターンの微細化に伴い、バイナリ型マスクやハーフトーン型位相シ
フトマスク等の転写用マスクの製造コストが著しく上昇してきていることから、転写マス
クの長寿命化のニーズが高まってきている。
【００１０】
　転写用マスクの寿命を決定する要因としては、転写用マスクの繰返し洗浄による繰返し
使用による転写用マスク劣化の問題がある。従来においては、例えばヘイズ（硫化アンモ
ニウムを主体とし転写マスク上に発生する異物）が発生するとヘイズを除去するための洗
浄を行っていた。しかし、洗浄による膜減り（膜の溶出）は避けられず、いわば洗浄回数
が転写マスクの寿命を決定していた。
　近年、ヘイズ対策技術の向上によって転写用マスクの洗浄回数が低減しており、転写用
マスクの繰返し使用期間が延びてきている。しかし、その分露光時間も延びたことから、
特にＡｒＦエキシマレーザーなどの短波長光に対する耐光性の問題が新たに顕在化してき
た。
【００１１】
　本発明者は、遷移金属とケイ素を含有するバイナリ型マスクの場合、露光光源のＡｒＦ
エキシマレーザー（波長１９３ｎｍ）が、従前の転写用マスクの繰り返し使用期間を超え
て累積的に照射されることにより、遮光膜の転写パターンの幅が変化する（太る）という
現象が発生していることを解明した。このような線幅変化は、転写用マスクのＣＤ精度、
最終的には転写されるウェハのＣＤ精度を悪化させることになり、転写用マスクの寿命の
更なる長寿命化の障害になることを突き止めた。
　また、本発明者は、ハーフトーン型位相シフトマスクの場合、露光光源のＡｒＦエキシ
マレーザー（波長１９３ｎｍ）照射により、ハーフトーン型位相シフト膜の転写パターン
の幅が変化する（太る）という現象が発生し、さらに透過率や位相シフト量の変化が起る
ことを解明した。ハーフトーン型位相シフトマスクの場合、このような透過率、位相シフ
ト量の変化は転写マスク性能に影響を与える重要な問題である。透過率の変化が大きくな
ると転写精度が悪化するとともに、位相シフト量の変化が大きくなると、パターン境界部
における位相シフト効果が得られにくくなる。その結果、パターン境界部のコントラスト
が低下し、解像度が大きく低下してしまう。
【００１２】
　従来、光半透過膜（ハーフトーン型位相シフト膜）の耐光性を向上させるために、例え
ば、遷移金属及びケイ素を主成分とする光半透過膜を大気中又は酸素雰囲気中で２５０～
３５０℃、９０～１５０分加熱処理する技術（特許文献３）が既に存在する。しかし、こ
の技術だけでは不十分であることも本発明者の研究の結果、明らかとなった。
　本発明は、上記背景の下になされた発明であり、ＡｒＦエキシマレーザー等の波長２０
０ｎｍ以下の露光光が適用される転写用マスクであって、長時間の露光光照射を受けるこ
とに起因するパターン形成用薄膜の転写パターンの幅の変化、透過率変化、位相シフト量
の変化が抑制された、すなわち、ＡｒＦ露光耐性が高い転写用マスクの製造方法の提供を
目的とする。また、この転写用マスクを用いた半導体デバイスの製造方法の提供を目的と
する。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明は以下の構成を有する。
（構成１）
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　透光性基板上に設けられたパターン形成用薄膜に転写パターンが形成されてなる転写用
マスクにおいて、
　前記転写用マスクは、波長２００ｎｍ以下の露光光が適用されるものであり、
　前記パターン形成用薄膜は、クロムを除く遷移金属およびケイ素を含有する材料からな
り、
　前記パターン形成用薄膜は、膜中のクロム含有量が、１．０×１０１８ａｔｏｍｓ／ｃ
ｍ３未満であることを特徴とする転写用マスク。
（構成２）
　前記パターン形成用薄膜中の遷移金属は、モリブデンであることを特徴とする構成１記
載の転写用マスク。
（構成３）
　前記パターン形成用薄膜は、光学濃度２．５以上を有する遮光膜であることを特徴とす
る構成１または２のいずれかに記載の転写用マスク。
（構成４）
　前記パターン形成用薄膜は、透光性基板側から遮光層および表面反射防止層の少なくと
も２層以上の積層構造からなる遮光膜であることを特徴とする構成３に記載の転写用マス
ク。
（構成５）
　前記パターン形成用薄膜は、ＤＲＡＭ　ｈｐ４５ｎｍ世代以降の転写パターンを有する
ことを特徴とする構成１から４のいずれかに記載の転写用マスク。
（構成６）
　前記パターン形成用薄膜は、ハーフトーン型位相シフト膜であることを特徴とする構成
１または２のいずれかに記載の転写用マスク。
（構成７）
　透光性基板上に、クロムを除く遷移金属およびケイ素を含有する材料からなるパターン
形成用薄膜と、クロムを含有する材料からなるクロム系薄膜が順に積層したマスクブラン
クを用いた転写用マスクの製造方法において、
　前記転写用マスクは、波長２００ｎｍ以下の露光光が適用されるものであり、
　クロム系薄膜上に、転写パターンを有するレジスト膜を形成する工程と、
　転写パターンを有するレジスト膜をマスクとして、クロム系薄膜に転写パターンを形成
する工程と、
　転写パターンを有するクロム系薄膜をマスクとして、パターン形成用薄膜に転写パター
ンを形成する工程と、
　前記クロム系薄膜をエッチングによって除去する工程と、
をこの順に行って転写用マスクを作製し、
　作製した転写用マスクに対し、前記パターン形成用薄膜からなる転写パターンのクロム
含有量が１．０×１０１８ａｔｏｍｓ／ｃｍ３未満になるまで、アルカリ溶液洗浄、温水
洗浄、オゾン含有水洗浄のうち１以上の洗浄を行う洗浄工程を有することを特徴とする転
写用マスクの製造方法。
（構成８）
　前記洗浄工程は、アルカリ溶液洗浄、温水洗浄、およびオゾン含有水洗浄をこの順に行
うことを特徴とする構成７記載の転写用マスクの製造方法。
（構成９）
　前記アルカリ溶液は、アンモニアと過酸化水素を含有する水溶液であることを特徴とす
る構成７または８のいずれかに記載の転写用マスクの製造方法。
（構成１０）
　前記パターン形成用薄膜中の遷移金属は、モリブデンであることを特徴とする構成７か
ら９のいずれかに記載の転写用マスクの製造方法。
（構成１１）
　前記パターン形成用薄膜は、光学濃度２．５以上を有する遮光膜であり、
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　前記クロム系薄膜は、エッチングによって除去する工程で全て除去されることを特徴と
する構成７から９のいずれかに記載の転写用マスクの製造方法。
（構成１２）
　前記パターン形成用薄膜は、透光性基板側から遮光層および表面反射防止層の少なくと
も２層以上の積層構造からなる遮光膜であることを特徴とする構成１１に記載の転写用マ
スクの製造方法。
（構成１３）
　前記パターン形成用薄膜は、ＤＲＡＭ　ｈｐ４５ｎｍ世代以降の転写パターンを有する
ことを特徴とする構成７から１２のいずれかに記載の転写用マスクの製造方法。
（構成１４）
　前記パターン形成用薄膜は、ハーフトーン型位相シフト膜であり、
　前記クロム系薄膜とパターン形成用薄膜との積層構造で光学濃度２．５以上を有し、
　前記クロム系薄膜をエッチングによって除去する工程で、転写パターン領域外周の遮光
帯領域以外の領域の前記クロム系薄膜は除去されて遮光帯が形成されることを特徴とする
構成７から１０のいずれかに記載の転写用マスクの製造方法。
（構成１５）
　構成５記載の転写用マスクを用い、半導体ウェハ上に回路パターンを形成することを特
徴する半導体デバイスの製造方法。
（構成１６）
　構成１３記載の転写用マスクの製造方法で作製された転写用マスクを用い、半導体ウェ
ハ上に回路パターンを形成することを特徴する半導体デバイスの製造方法。
（構成１７）
　半導体ウェハ上に形成される回路パターンは、ＤＲＡＭ　ｈｐ４５ｎｍ世代以降の回路
パターンが含まれていることを特徴する構成１５また１６のいずれかに記載の半導体デバ
イスの製造方法。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、パターン形成用薄膜の膜中（特に、膜表面、転写パターンの側壁部分
）のクロム含有量を１．０×１０１８ａｔｏｍｓ／ｃｍ３未満とすることによって、波長
２００ｎｍ以下の光であるＡｒＦエキシマレーザーを総照射量４０ｋＪ／ｃｍ２となるま
で照射しても、パターン形成用薄膜の転写パターン幅のＣＤ変動量を大幅に低減（１／４
以下、更には１／２以下に低減）できる。
　本発明によれば、クロムを除く遷移金属およびケイ素を含有する材料からなるパターン
形成用薄膜に関し、波長２００ｎｍ以下の露光光が、従前の転写用マスクの繰り返し使用
期間を超えて累積的に照射された場合の耐光性を向上させ、転写用マスクの寿命を改善で
きる転写用マスク及びその製造方法、を提供できる。また、この転写用マスクを用いた半
導体デバイスの製造方法を提供できる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】Ｃｒ残留濃度（ａｔｏｍｓ／ｃｍ３）と、ＡｒＦエキシマレーザー照射によるＣ
Ｄ変動量（ｎｍ）との関係を示す図である。
【図２】Ｄ－ＳＩＭＳによりクロム濃度の分析を行った結果を示す図である。
【図３】Ｄ－ＳＩＭＳにより塩素濃度の分析を行った結果を示す図である。
【図４】変質層による転写パターンの幅のＣＤ変動を説明するための模式図である。
【図５】本発明の一実施例に係る転写用マスクの製造工程を説明するための模式的断面で
ある。
【００１６】
　以下、本発明について詳細に説明する。
　本発明者は、露光光源波長の短波長化に伴い、転写用マスクの繰返し使用による劣化が
顕著になってきた要因を以下のように推測した。
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　本発明者は、繰返し使用によって転写パターン幅の変化（ＣＤ変動）が生じた転写マス
クにおける遷移金属とケイ素を含有するパターン形成用薄膜のパターンを調べた。その結
果、図４に示すように、遷移金属とケイ素を含有する薄膜２（遷移金属シリサイド系膜、
例えばＭｏＳｉ系膜）の表層側にＳｉとＯ、若干の金属（例えばＭｏ）を含む変質層２ａ
が出来ていた。そして、これが転写パターン幅の変化（太り）Δｄや、透過率及び位相シ
フト量の変化、の主な原因のひとつであることを解明した。
　このような変質層が生じる理由（メカニズム）は次のように考えられる。すなわち、従
来のスパッタ成膜された遷移金属シリサイド系薄膜２は構造的には隙間があり、成膜後に
アニールしたとしても遷移金属シリサイド系薄膜２の構造の変化が小さい。このため、転
写用マスクの使用過程においてこの隙間にたとえば大気中の酸素（Ｏ２）や水（Ｈ２Ｏ）
等が入り込む。さらに、大気中の酸素（Ｏ２）がＡｒＦエキシマレーザーと反応すること
によって発生するオゾン（Ｏ３）等も前記隙間に入り込んで、遷移金属シリサイド系薄膜
２を構成するＳｉや遷移金属Ｍ（例えばＭｏ）と反応する。
【００１７】
　つまり、このような環境で遷移金属シリサイド系薄膜２を構成するＳｉと遷移金属Ｍは
、露光光（特にＡｒＦなどの短波長光）の照射を受けると励起され遷移状態となる。そし
て、Ｓｉが酸化し膨張する（ＳｉよりもＳｉＯ２の体積が大きいため）と共に、遷移金属
Ｍも酸化して遷移金属シリサイド系薄膜２の表層側に変質層２ａが生成される。このとき
、大気中の水分量（湿度）に応じて、生成されるＳｉ酸化膜の品質は大きく異なり、湿度
が高いほど密度の低いＳｉ酸化膜が形成される。低密度Ｓｉ酸化膜が形成される環境にお
いて、転写用マスクを繰返し使用する場合、露光光の照射を累積して受けると、Ｓｉの酸
化及び膨張がさらに進行する。遷移金属シリサイド系薄膜２内の非変質層と変質層２ａと
の界面で酸化された遷移金属Ｍは、変質層中を拡散し、表面に析出して、例えば遷移金属
Ｍの酸化物（例えばＭｏＯ３）となって昇華する。変質層２ａの密度は更に低くなり、酸
化しやすい状態になる。その結果、変質層２ａの厚みが次第に大きくなる（遷移金属シリ
サイド系薄膜２中での変質層２ａの占める割合が大きくなる）ものと考えられる。
【００１８】
　このような変質層２ａが発生し、さらに拡大していく現象は、遷移金属シリサイド系薄
膜２を構成するＳｉや遷移金属Ｍの酸化反応のきっかけとなるこれらの構成原子が励起さ
れ遷移状態となるのに必要なエネルギーを有するＡｒＦエキシマレーザー等の波長２００
ｎｍ以下の露光光が長時間照射された場合に顕著に確認される。
　以上のようなメカニズムによって、遷移金属シリサイド系のパターン形成用薄膜は、膜
中のシリコン（Ｓｉ）の酸化が原因と考えられる転写パターン幅の変化（ＣＤ太り）が発
生する。
【００１９】
　本発明者は、遷移金属シリサイド系のパターン形成用薄膜の変質層が発生する要因につ
いて、さらに鋭意検討した。その結果、パターン形成用薄膜の上に積層されるクロム系材
料からなる薄膜（エッチングマスク膜、遮光帯等の形成用の遮光膜等）の存在が変質層の
発生に大きく影響していることが判明した。具体的には、まず、同じ膜構成の遷移金属シ
リサイド系のパターン形成用薄膜を有するが、クロム系薄膜がパターン形成用薄膜の上に
積層されているマスクブランクと、積層されていないマスクブランクをそれぞれ準備した
。次に、クロム系薄膜を備えたマスクブランクは、クロム系薄膜の転写パターンをマスク
として、パターン形成用薄膜をフッ素系ガスによるドライエッチングを行って転写パター
ンを形成した。その後、クロム系薄膜を塩素と酸素の混合ガスによるドライエッチングで
除去し、従来の洗浄工程を行って、転写用マスクを作製した。一方、クロム系薄膜を備え
ていないマスクブランクは、レジストパターンをマスクとして、パターン形成用薄膜をフ
ッ素系ガスによるドライエッチングを行って転写パターンを形成した。その後、レジスト
パターンを除去し、従来の洗浄工程を行って、転写用マスクを作製した。この２つの転写
用マスクに対し、同一条件でＡｒＦ露光光を長時間照射（積算照射量：４０ｋＪ／ｃｍ２

，パルス周波数：３００Ｈｚ）して検証を行った。その結果、クロム系薄膜を備えないマ
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スクブランクから作製した転写用マスクの転写パターン幅の変化量（ＣＤ変動量）は、１
ｎｍ程度で継続使用に問題のない変化量であった。これに対し、クロム系薄膜を備えたマ
スクブランクから作製した転写用マスクの転写パターン幅の変化量（ＣＤ変動量）は、１
５．９ｎｍで継続使用にはかなり問題のある変化量であった。
【００２０】
　パターン幅の変化量の大きかった転写用マスクを同条件で再度作製し、ＡｒＦ露光光の
照射は行わずに、二次イオン質量分析法（SIMS：Secondary Ion Mass Spectrometry）を
用い、試料を削りながら測定するダイナミックモード(D-SIMS)で、パターン形成用薄膜中
のパターン形成用薄膜の成膜時の組成には含まれない物質、すなわち、転写用マスクの作
製過程で付着（残留）した残留物質を調べた。その結果、パターン形成用薄膜のクロムと
塩素の残留濃度が高いことが判明した。更に、残留物質がどの部位にどのように存在して
いるか調べるため、非パターンの領域（いわゆる「べた」の領域。転写パターンの側壁部
分が存在しない領域）と、ラインアンドスペースを含む領域（転写パターンの側壁部分が
存在する領域）について、ダイナミックモード(D-SIMS)で残留物質濃度を調べた。その結
果、非パターンの領域（いわゆる「べた」の領域）では、表層で残留物質濃度が高く、深
さ方向に向かって残留物質濃度が急激に減少していた。このことから、表層に残留物質（
Ｃｒ）があることが判った（図２参照）。また、ラインアンドスペースを含む領域では、
表層で残留物質濃度が高いことは同じであった。しかし、表層が削られた後も深さ方向に
向かって残留物質濃度があまり減少しないことから、パターンの側壁部分にも残留物質（
Ｃｒ）が高い濃度で存在することが判った（図２参照）。なお、図２のD-SIMSでは一次イ
オンはＯ２とした。
【００２１】
　また、クロムの場合と同様に、塩素の残留濃度についてD-SIMSで測定したものを図３に
示す。図３のD-SIMSでは一次イオンはＣｓとした。塩素の残留濃度による変質層への影響
を確認するため、クロム系薄膜除去時のドライエッチング時間を長くして、意図的に転写
パターン側壁の塩素残留濃度を増やし、同条件のＡｒＦ露光光の照射を行ったところ、変
質層の幅（ＣＤ変動量）との相関性は特にみられなかった。
【００２２】
　これらのD-SIMSの結果等により、マスクブランクの製造時には付着し得ない転写パター
ンの側壁部分、パターン形成用薄膜のクロム系薄膜と接する表層以外の部分のＣｒの残留
物質濃度が高い濃度で存在することが判明した。これは、クロム系薄膜の転写パターンを
マスクとし、パターン形成用薄膜をドライエッチングして転写パターンを形成後に行われ
るクロム系薄膜の除去時に、塩素と酸素の混合ガスによるドライエッチングで昇華したク
ロムがパターン形成用薄膜の転写パターン側壁に再付着し、遷移金属とケイ素の構造の隙
間に入り込んだ、あるいはケイ素と結合したため、従来の洗浄工程では除去できなかった
ものと考えられる。
【００２３】
　この作製された転写用マスクにＡｒＦ露光光が照射された場合、パターン形成用薄膜の
材料の遷移金属と同様、残留しているクロムもＡｒＦ露光光によって励起されて遷移状態
となり、残留している塩素、大気中の酸素やＡｒＦ露光光との反応で発生したオゾンと反
応して昇華する。パターン側壁部分から膜材料の遷移金属だけでなくクロムも昇華して抜
けていくため、変質層中の隙間はより多くなり、パターン形成用薄膜内の非変質層と変質
層との界面から遷移金属が昇華しやすい状態となる。このようなメカニズムにより、パタ
ーン側壁部分にクロムが多く残留していると変質層の成長が大きくなってしまうと本発明
者らは解明した。そして、本発明者らは、これらの解明事実、考察に基づき、変質層の発
生、拡大を抑える方策として上記のようにして生じたパターン形成用薄膜の転写パターン
側壁部分のクロム残留物に着目し、さらに鋭意研究を続けた結果、本発明を完成したもの
である。
【００２４】
　本発明の転写用マスクは、
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　透光性基板上に設けられたパターン形成用薄膜に転写パターンが形成されてなる転写用
マスクにおいて、
　前記転写用マスクは、波長２００ｎｍ以下の露光光が適用されるものであり、
　前記パターン形成用薄膜は、クロムを除く遷移金属およびケイ素を含有する材料からな
り、
　前記パターン形成用薄膜の膜中のクロム含有量が、１．０×１０１８ａｔｏｍ／ｃｍ３

未満であることを特徴とする（構成１）。
　本発明において、前記パターン形成用薄膜は、ＤＲＡＭ　ｈｐ４５ｎｍ世代以降の転写
パターンを有することを特徴とする（構成５）。
【００２５】
　本発明者は、前記のとおり、転写パターン用薄膜の転写パターン側壁部分のクロム残留
物が変質層の成長に大きな影響を与えているという新たな知見を得た。クロムを除く遷移
金属とケイ素を含有する転写パターン用薄膜の転写パターン側壁部分にクロム残留物を付
着させない（クロム残留濃度を低減させる）という観点だけならば、クロム系薄膜をマス
ク（エッチングマスク）として転写パターン用薄膜に転写パターンを形成するマスクブラ
ンクの構成としないことが最も近道である。しかし、前記のとおり、転写パターンの微細
化が進んでいる現状では、特に、ＤＲＡＭ　ｈｐ４５ｎｍ世代以降、特にｈｐ３２ｎｍ世
代以降のバイナリ型の転写用マスクの場合、レジストパターンをマスクとしてパターン形
成用薄膜に転写パターンを高い精度で形成することは困難である。
【００２６】
　ＤＲＡＭ　ｈｐ４５ｎｍ世代のバイナリ型転写用マスクの場合、微細補助パターン（SR
AF：Sub-Resolution Assist Feature）の幅は60nm程度と狭い幅であり、レジストパター
ンの倒壊・脱離がないようにするにはレジスト膜の膜厚は150nm以下とすることが必要で
ある。この膜厚では、エッチングマスク膜なしに転写パターン用薄膜に転写パターンを形
成することは難しい。さらに、ＤＲＡＭ　ｈｐ３２ｎｍ世代のバイナリ型転写用マスクの
場合、SRAFの幅は40nm前後と非常に狭い幅であり、レジスト膜の膜厚は100nm以下とする
ことが必要である。もはやこの膜厚ではエッチングマスク膜なしに転写パターン用薄膜に
転写パターンを形成することは困難である。
【００２７】
　一方、位相シフトマスクの場合、クロムを除く遷移金属とケイ素を含有するパターン形
成用薄膜の上に遮光帯等を形成するために遮光膜を積層させる必要がある。エッチングマ
スク膜や遮光膜にクロム以外の材料を用いる方法も考えられる。しかし、クロムを除く遷
移金属とケイ素を含有するパターン形成用薄膜に対して高いエッチング選択性を有するこ
と、エッチングによる除去時にパターン形成用薄膜への影響が小さいこと等、これらの条
件を確実に満たす信頼性の高い材料は、クロム系材料以外にはなかなか見当たらない状況
である。
【００２８】
　本発明者は、クロムを除く遷移金属とケイ素を含有するパターン形成用薄膜の上に、ク
ロム系薄膜を備えた構成のマスクブランクから転写用マスクを作製する場合、作製プロセ
ス中にパターン形成用薄膜に付着してしまうクロムの含有量を洗浄工程等でどの程度まで
減少させれば、ＡｒＦ露光光を長時間照射（総照射量　４０ｋＪ／ｃｍ２）されても問題
ないＣＤ変動量に抑制されるか検討した。ＤＲＡＭ　ｈｐ３２ｎｍ世代では、ウェハ上で
ＣＤ制御を２．６ｎｍ以下とする必要があり、この点を考慮すると、転写用マスクに求め
られるＣＤ変動量は５ｎｍ以下とすることが望ましい。各種検証の結果、図１に示すよう
に転写パターン用薄膜中のクロム含有量（Ｃｒ残留濃度）が１．０×１０１８ａｔｏｍｓ
／ｃｍ３未満であれば、ＣＤ変動量を求められている５ｎｍ以下に抑制することができる
ことを突き止めた。さらには、転写パターン用薄膜中のクロム含有量を５．０×１０１７

ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以下とすると、より確実にＡｒＦ露光光照射によるＣＤ変動量を抑制
できることを突き止めた。
【００２９】
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　本発明において、パターン形成用薄膜は、転写パターン（マスクパターン）を形成する
ための薄膜である。
　本発明において、パターン形成用薄膜は、遷移金属（クロムを除く）およびケイ素を含
有する材料からなる膜を意図して形成した膜であり、実質的にクロムは含まれないことを
意図して作製された膜である。例えば、スパッタリング法でパターン形成用薄膜を透光性
基板上に形成する場合、クロムを含有しないスパッタターゲットを用い、成膜ガスにもク
ロムは含まれないものを使用したものである。
　このため、パターン形成用薄膜からなる転写パターンの表層（クロム系薄膜に接する表
面及び側壁部分）を除く膜中のクロム含有量は、１．０×１０１６ａｔｏｍ／ｃｍ３以下
のレベル（実質的にクロムは含まれないとされるレベル）である。
【００３０】
　パターン形成用薄膜からなる転写パターンは、その表層のクロム含有量は、１．０×１
０１８ａｔｏｍ／ｃｍ３未満とする必要がある。特に、側壁部分は、転写用マスクの作製
時のＣｒ系薄膜の剥離時に露出している部分であり、ＡｒＦ露光光の照射を直接受け、か
つ大気に接しているという変質層が形成される条件が最も揃っている。この側壁部分につ
いては、クロム含有量は、１．０×１０１８ａｔｏｍ／ｃｍ３未満とすることによる効果
は顕著にあらわれる。
【００３１】
　なお、本発明でいうパターン形成用薄膜の転写パターン幅のＣＤ変動量は、図４に示す
ように、転写パターン２の表層に生じる変質層２ａの厚さをΔｄとすると、２Δｄで定義
される。
　図４（１）は孤立スペースやホールのようなスペース形状の場合で、ＣＤ変化量＝ａ１
－ａ２＝２Δｄである。
　図４（２）は孤立ラインやドットのようなパターン形状の場合で、ＣＤ変化量＝ａ４－
ａ３＝２Δｄである。
　なお、ラインアンドスペースパターンの場合は、どちらで定義されてもよい。
【００３２】
　本発明において、クロムを除く遷移金属およびケイ素を含有する材料からなるパターン
形成用薄膜における遷移金属（Ｍ）としては、モリブデン（Ｍｏ）、タンタル（Ｔａ）、
タングステン（Ｗ）、チタン（Ｔｉ）、ジルコニウム（Ｚｒ）、バナジウム（Ｖ）、ニオ
ブ（Ｎｂ）、ニッケル（Ｎｉ）、パラジウム（Ｐｂ）、ルテニウム（Ｒｕ）、ロジウム（
Ｒｈ）、ハフニウム（Ｈｆ）の何れか一つ又は合金、などが挙げられる。
　本発明において、パターン形成用薄膜は、遷移金属とケイ素の他に、窒素、酸素、炭素
、水素、不活性ガス（ヘリウム，アルゴン，キセノン等）等を含有する材料が含まれる。
【００３３】
　本発明において、パターン形成用薄膜は、バイナリ型マスクにおける遮光膜、又は、ハ
ーフトーン型位相シフト膜とすることができる。また、パターン形成用薄膜は、パターン
転写を行う転写対象物のレジスト膜が感光されない程度の所定の透過率で露光光を透過さ
せる薄膜であるが、薄膜を透過した露光光に、薄膜のない部分を透過した露光光との間で
位相差を生じないように調整されている光半透過膜とすることもできる。このタイプの光
半透過膜が適用されたマスクブランクは、エンハンサマスクを作製する際に使用されるこ
とが多い。この光半透過膜の場合においても、露光光に対して所定の透過率を有している
ため、露光装置での転写対象物のレジスト膜への露光時に重ね露光を行うと、レジスト膜
が感光してしまう場合がある。このため、光半透過膜の上に遮光帯を形成するための遮光
膜を積層させた膜構成とする場合が多い。
【００３４】
　本発明において、前記パターン形成用薄膜中の遷移金属は、モリブデンである態様が含
まれる（構成２）。
　前記の通り、モリブデンは酸素やオゾンと結合（ＭｏＯ３）となりやすく、ＭｏＯ３は
気化物質であるため、パターン側壁部分の変質層を抑制する本願発明が特に有効に機能す
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るからである。
【００３５】
　本発明において、前記パターン形成用薄膜は、光学濃度２．５以上を有する遮光膜であ
る態様が含まれる（構成３）。
　バイナリ型マスクの場合、シングル露光に対応するためには、パターン転写領域におけ
る遮光膜の光学濃度は最低でも２．５以上とする必要があるからである。露光装置の構造
や転写パターンを転写するウェハ上のレジスト膜等の感度特性等にもよっては、遮光膜に
より高い遮光性能が求められるため、光学濃度２．８以上であるとより好ましく、３．０
以上であると種々のマスク使用環境に対応可能である。
【００３６】
　本発明において、
　前記パターン形成用薄膜は、透光性基板側から遮光層および表面反射防止層の少なくと
も２層以上の積層構造からなる遮光膜である態様が含まれる（構成４）。
　遮光膜が、遮光層と表面反射防止層の２層積層構造からなる場合、遮光層に裏面反射（
透光性基板と遮光層との界面における露光光の反射）の防止機能を持たせる必要がある。
　さらに、遮光膜は、遮光層の透光性基板側に裏面反射防止層も設けた３層積層構造とし
てもよい。この場合、裏面反射防止層が裏面反射防止機能を有するため、遮光層は光学濃
度を確保することを重視した膜設計をすることができる。なお、遮光膜は、単層の組成傾
斜膜としてもよく、表面反射防止膜、遮光層、裏面反射防止膜についても組成傾斜膜とし
てもよい。
【００３７】
　本発明において、前記パターン形成用薄膜は、ハーフトーン型位相シフト膜である態様
が含まれる（構成６）。
【００３８】
　本発明において、ハーフトーン型位相シフト膜（光半透過膜）は、単層構造、低透過率
層と高透過率層とからなる２層構造、多層構造を含む。
　ハーフトーン型位相シフト膜は、高透過率タイプを含む。高透過率タイプは、例えば、
通常の透過率１～１０％未満に対し、相対的に高い透過率１０～３０％を有するものをい
う。
【００３９】
　本発明の転写用マスクの製造方法は、
　透光性基板上に、クロムを除く遷移金属およびケイ素を含有する材料からなるパターン
形成用薄膜と、クロムを含有する材料からなるクロム系薄膜が順に積層したマスクブラン
クを用いた転写用マスクの製造方法において、
　前記転写用マスクは、波長２００ｎｍ以下の露光光が適用されるものであり、
　クロム系薄膜上に、転写パターンを有するレジスト膜を形成する工程と、
　転写パターンを有するレジスト膜をマスクとして、クロム系薄膜に転写パターンを形成
する工程と、
　転写パターンを有するクロム系薄膜をマスクとして、パターン形成用薄膜に転写パター
ンを形成する工程と、
　前記クロム系薄膜をエッチングによって除去する工程と、
をこの順に行って転写用マスクを作製し、
　作製した転写用マスクに対し、前記パターン形成用薄膜からなる転写パターンのクロム
含有量が１．０×１０１８ａｔｏｍｓ／ｃｍ３未満になるまで、アルカリ溶液洗浄、温水
洗浄、オゾン含有水洗浄のうち１以上の洗浄を行う洗浄工程を有することを特徴とする（
構成７）。
　本発明において、前記パターン形成用薄膜は、ＤＲＡＭ　ｈｐ４５ｎｍ世代以降の転写
パターンを有することを特徴とする（構成１３）。
【００４０】
　本発明者は、従来行われているような洗浄工程では、パターン側壁部分のクロム残留濃
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度を低減させることは容易ではないことを考慮した結果、特定の洗浄工程でクロム残留濃
度の高いパターン側壁部分自体を溶解除去することで変質層の成長を抑制できるという結
論に至った。
【００４１】
　本発明者らは、Ｃｒ系膜のパターンをマスクとして使用し、パターン形成用薄膜（例え
ばＭｏＳｉ系バイナリ膜）をＳＦ６とＨｅの混合ガスによるドライエッチングによってパ
ターニングした後、エッチングマスクとして使用したＣｒ系膜のパターンをドライエッチ
ング（塩素と酸素のプラズマ）によって剥離除去した後の最初の洗浄が、ＡｒＦ照射耐性
に大きな影響を与えており、重要であることを解明した。
　本発明者は、最初の洗浄が適切でないと、以後の工程で種々の洗浄を施しても改善しな
い傾向にあることを突き止めた。例えば、最初の洗浄が、硫酸過水、熱濃硫酸などの酸洗
浄であると、以後の工程で種々の洗浄を施しても改善しない傾向にある。
　本発明者は、前記最初の洗浄として、アルカリ溶液洗浄、温水洗浄、オゾン含有水洗浄
のうち１以上の洗浄を行う洗浄工程が適していることを突き止めた。これらの洗浄工程は
、上述したクロム残留濃度の高いパターン側壁部分を溶解し、かつ溶解したクロムが再度
転写パターンの内部に侵入することなく除去でき、パターン形成用薄膜のクロム残留濃度
を１．０×１０１８ａｔｏｍｓ／ｃｍ３未満とすることができることを突き止めた。さら
に、これらの洗浄工程は、上記酸洗浄工程の如く、以後の工程で種々の洗浄を施しても改
善しない傾向を示すことがない。
　本発明者は、前記最初の洗浄として、アルカリ溶液洗浄、温水洗浄、オゾン含有水洗浄
のうち１以上の洗浄を行う洗浄工程を適用することによって、上述したパターン形成用薄
膜のクロム残留濃度（クロム含有量）を１．０×１０１８ａｔｏｍｓ／ｃｍ３未満まで低
減することが可能であることを見い出した。また、アルカリ溶液洗浄、温水洗浄、オゾン
含有水洗浄の洗浄順序や、洗浄時間を調整することで、転写パターン用薄膜中のクロム含
有量を５．０×１０１７ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以下とすることも可能であり、より確実にＡ
ｒＦ露光光照射によるＣＤ変動量を抑制できる。
【００４２】
　なお、本発明者は、各種検証の結果、転写パターン用薄膜の転写パターンの幅が４ｎｍ
減少するまで、あるいは、転写パターンのスペース幅が４ｎｍ増加するまで、洗浄工程を
行うことで、パターン形成用薄膜のクロム残留濃度（クロム含有量）を１．０×１０１８

ａｔｏｍｓ／ｃｍ３未満に低減できることを突き止めている。
【００４３】
　アルカリ溶液で洗浄する工程は、アンモニアと過酸化水素を含有する水溶液などのアル
カリ溶液を用いることが好ましい。
　アルカリ溶液の温度は、１５～８０℃程度が好ましい。
　アルカリ溶液による処理時間は、１０～２０分程度が好ましい。
　温水で洗浄する工程は、イオン交換水（DI water：deionized water）などの純水や超
純水を用いることが好ましい。
　温水の温度は、７０～９０℃程度が好ましい。
　温水による処理時間は、１０～２０分程度が好ましい。
　オゾン含有水で洗浄する工程は、４０～６０ｐｐｍのオゾン含有水を用いることが好ま
しい。
　オゾン含有水の温度は、１５～３０℃程度が好ましい。
　オゾン含有水による処理時間は、１０～２０分程度が好ましい。
【００４４】
　本発明において、前記洗浄工程は、アルカリ溶液洗浄、温水洗浄、およびオゾン含有水
洗浄をこの順に行うことが好ましい（構成８）。
　本発明者は、前記洗浄工程は、アルカリ溶液洗浄、温水洗浄、およびオゾン含有水洗浄
をこの順に行うことによって、パターン形成用薄膜のクロム含有量を１．０×１０１８ａ
ｔｏｍｓ／ｃｍ３未満、さらには５．０×１０１７ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以下にまで、効率
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よく低減することができることを見い出した。
【００４５】
　本発明において、前記アルカリ溶液は、アンモニアと過酸化水素を含有する水溶液であ
ることが好ましい（構成９）。
　本発明者は、前記アルカリ溶液は、アンモニアと過酸化水素を含有する水溶液であるこ
とによって、上述したＣｒ残渣を、非常に効率よくかつ確実に低減することができること
を見い出した。
　アンモニアと過酸化水素を含有する水溶液は、例えば、水酸化アンモニウム（ＮＨ４Ｏ
Ｈ　濃度　２５ｗｔ％）：過酸化水素（Ｈ２Ｏ２　濃度　３０ｗｔ％）：水（Ｈ２Ｏ）＝
２：１：４（体積比）の溶液を用いることが好ましい。
【００４６】
　本発明の製造方法において、前記パターン形成用薄膜中の遷移金属は、モリブデンであ
る態様が含まれる（構成１０）。
　前記の通り、モリブデンは酸素やオゾンと結合（ＭｏＯ３）となりやすく、ＭｏＯ３は
気化物質であるため、パターン側壁部分の変質層を抑制する本願発明が特に有効に機能す
るからである。
【００４７】
　本発明の製造方法において、前記パターン形成用薄膜は、光学濃度２．５以上を有する
遮光膜であり、
　前記クロム系薄膜は、エッチングによって除去する工程で全て除去される態様が含まれ
る（構成１１）。
　この場合、クロム系薄膜は、エッチングマスクとして使用され、使用後は全て除去され
、この転写用マスクはバイナリ型マスクとして使用される。
　バイナリ型マスクの場合、ダブル露光に対応するためには、パターン転写領域における
遮光膜の光学濃度は最低でも２．５以上とする必要があるが、上記構成１１によるとこの
要件を満たすことができる。露光装置の構造や転写パターンを転写するウェハ上のレジス
ト膜等の感度特性等によっては、遮光膜により高い遮光性能が求められるため、光学濃度
２．８以上であるとより好ましく、３．０以上であると種々のマスク使用環境に対応可能
である。
【００４８】
　転写用マスクを露光装置のマスクステージに設置し、ウェハ上のレジスト膜等にＡｒＦ
露光光で転写パターンを露光する際、ＡｒＦ露光光は、透光性基板側から照射されて転写
パターンが形成される領域のパターン形成用薄膜のないスペース部から透過して縮小光学
系に出射される。このため、遮光パッチ等を設ける必要のないバイナリ型マスクの場合、
少なくとも転写パターンが形成される領域は、クロム系薄膜が除去されていることが好ま
しく、パターン形成用薄膜の表面全体からクロム系薄膜が除去されていることが最も望ま
しい。
【００４９】
　本発明において、
　前記パターン形成用薄膜は、透光性基板側から遮光層および表面反射防止層の少なくと
も２層以上の積層構造からなる遮光膜である態様が含まれる（構成１２）。
【００５０】
　本発明の製造方法において、前記パターン形成用薄膜は、ハーフトーン型位相シフト膜
であり、
　前記クロム系薄膜とパターン形成用薄膜との積層構造で光学濃度２．５以上を有し、
　前記クロム系薄膜をエッチングによって除去する工程で、転写パターン領域外周の遮光
帯領域以外の領域の前記クロム系薄膜は除去されて遮光帯が形成される態様が含まれる（
構成１４）。
　この場合、クロム系薄膜は、エッチングマスクとしての機能に加え、遮光帯領域におけ
る遮光性（光学濃度）を付与する機能を有する。
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　ハーフトーン型位相シフトマスクの場合、遮光帯領域の光学濃度は最低でも２．５以上
とする必要があるが、上記構成１４によるとこの要件を満たすことができる。なお、転写
パターン領域内のハーフトーン型位相シフト膜に、大きな膜パターンであって遮光パッチ
が必要な部分については、クロム系薄膜を残してもよい。
【００５１】
　本発明において、遮光膜における遮光層は、遮光性が非常に高い材料が好ましく、クロ
ムに比べ遮光性が高い材料で構成することが好ましい。遷移金属とケイ素を含有する材料
は、クロムに比べて遮光性が高い。
　遷移金属のモリブデンとケイ素を含有する材料の光学濃度は、モリブデンの含有量［原
子％］をモリブデンとケイ素の合計含有量［原子％］で除して百分率で表した比率（以下
、（Ｍｏ／Ｍｏ＋Ｓｉ）比率という。）が、所定比率で頭打ちとなる傾向がある。材料中
の他の元素（窒素等）の含有量によって、頭打ちとなる（Ｍｏ／Ｍｏ＋Ｓｉ）比率は多少
変わるが４０％より大きくはならない。モリブデンとケイ素を含有する材料は、モリブデ
ンの含有量が高いと、耐薬性や耐洗浄性（特に、アルカリ洗浄や温水洗浄）が低下すると
いう問題がある。これらのことを考慮すると、転写用マスクとして使用する際の必要最低
限の耐薬性、耐洗浄性を確保できる（Ｍｏ／Ｍｏ＋Ｓｉ）比率である４０％をモリブデン
とケイ素を含有する遮光層として適用可能な上限とすることが好ましい。
【００５２】
　一方、（Ｍｏ／Ｍｏ＋Ｓｉ）比率の下限については、遮光層中の他の元素の含有量によ
って光学濃度が変わるため、２層積層構造と３層積層構造の遮光膜では異なる。
　裏面反射防止層、遮光層、表面反射防止層の３層積層構造の遮光膜の場合、遮光層に裏
面および表面の反射防止機能を持たせる必要がないため、酸素や窒素を実質的に含有させ
なくてもよくなる。この場合においては、（Ｍｏ／Ｍｏ＋Ｓｉ）比率の下限が９％であっ
ても薄い膜厚（６０ｎｍ以下）でも遮光膜としての光学濃度２．５以上を十分に確保する
ことができる。
　他方、遮光層、表面反射防止層の２層積層構造の遮光膜の場合、遮光層に裏面反射防止
機能を持たせる必要があるため、膜中の窒素含有量を３０原子％以下の範囲で含有させる
必要がある。この場合においては、（Ｍｏ／Ｍｏ＋Ｓｉ）比率の下限を１５％とすること
で、遮光膜としての光学濃度２．５以上を十分に確保することができる。
【００５３】
　なお、遮光膜の材料にモリブデン以外の遷移金属を適用した場合についても概ね同様の
傾向を示す。また、酸素は、遮光層中の含有量に対する遮光性能の低下度合が窒素に比べ
て著しく大きく、酸素の含有率に比例して遮光層に必要な膜厚がより厚くなってしまう。
窒素だけでも露光光に対する裏面反射率を低減させることは可能であることから、遮光層
の酸素の含有量は、１０原子％未満であることが好ましく、さらに好ましくは、酸素を実
質的に含有しない（コンタミ等によって含有されることを許容する程度）ことが好ましい
。
【００５４】
　本発明において、遮光膜における表面反射防止層は、遷移金属とケイ素に、さらに酸素
および窒素から選ばれる少なくとも１つ以上の元素を含む材料を主成分とすることが好ま
しい。
　具体的には、表面反射防止層は、遷移金属（Ｍ）とケイ素を主成分とする材料（ＭＳｉ
Ｏ，ＭＳｉＮ，ＭＳｉＯＮ，ＭＳｉＯＣ，ＭＳｉＣＮ，ＭＳｉＯＣＮ等）が好ましい。こ
れらのうちでも、耐薬品性、耐熱性の観点からはＭＳｉＯ、ＭＳｉＯＮが好ましく、マス
クブランクの欠陥品質の観点からＭＳｉＯＮが好ましい。
【００５５】
　本発明において、表面反射防止層にＭｏＳｉＯＮ、ＭｏＳｉＯ、ＭｏＳｉＮ、ＭｏＳｉ
ＯＣ、ＭｏＳｉＯＣＮを適用する場合、Ｍｏを多くすると耐洗浄性、特にアルカリ（アン
モニア水等）や温水に対する耐性が小さくなる。この観点からは、表面反射防止層である
ＭｏＳｉＯＮ、ＭｏＳｉＯ、ＭｏＳｉＮ、ＭｏＳｉＯＣ、ＭｏＳｉＯＣＮ等では、Ｍｏ極
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力減らすことが好ましい。
　また、応力制御を目的として高温で加熱処理（アニール）する際、Ｍｏの含有率が高い
と膜の表面が白く曇る（白濁する）現象が生じることがわかった。これは、ＭｏＯが表面
に析出するためであると考えられる。このような現象を避ける観点からは、表面反射防止
層であるＭｏＳｉＯＮ、ＭｏＳｉＯ、ＭｏＳｉＮ、ＭｏＳｉＯＣ、ＭｏＳｉＯＣＮ等では
、表面反射防止層中のＭｏの含有率は１０原子％未満であることが好ましい。しかし、Ｍ
ｏ含有率が少なすぎる場合、ＤＣスパッタリングの際の異常放電が顕著になり、欠陥発生
頻度が高まる。よって、Ｍｏは正常にスパッタできる範囲で含有していることが望ましい
。他の成膜技術によってはＭｏを含有せずに成膜可能な場合がある。
【００５６】
　遮光膜のＡｒＦ露光光に対する表面反射率としては、３０％以下を確保する必要性が高
く、２５％以下であると好ましく、遮光膜全体の膜厚が許容範囲内であれば２０％以下が
確保できると最も好ましい。
　また、表面反射率を所定値以下に抑制するためには、表面反射防止層１２の膜厚は５ｎ
ｍよりも大きいことが望ましい。また、より低反射率とするには、膜厚を７ｎｍ以上とす
ることが望ましい。さらに、生産安定性の観点や、転写用マスクを作製した後のマスク洗
浄の繰り返しによる表面反射防止層の膜減りを考慮すると、表面反射防止層の膜厚は１０
ｎｍ以上あると好ましい。遮光膜全体での薄膜化を考慮すると、遮光膜の光学濃度への寄
与度の低い表面反射防止層の膜厚は、２０ｎｍ以下であることが望ましく、１５ｎｍ以下
であるとより望ましい。
【００５７】
　遮光膜のＡｒＦ露光光に対する裏面反射率としては、４０％以下を確保する必要性が高
く、３５％以下であると好ましく、遮光膜全体の膜厚が許容範囲内であれば３０％以下が
確保できると最も好ましい。
　裏面反射防止層を備える３層積層構造の遮光膜の場合、裏面反射率を所定値以下に抑制
するためには、裏面反射防止層の膜厚は５ｎｍよりも大きいことが望ましい。また、より
低反射率とするには、膜厚を７ｎｍ以上とすることが望ましい。遮光膜全体での薄膜化を
考慮すると、遮光膜の光学濃度への寄与度の低い裏面反射防止層の膜厚は、１５ｎｍ以下
であることが望ましく、１２ｎｍ以下であるとより望ましい。
【００５８】
　本発明において、クロム系薄膜としては、クロム単体や、クロムに酸素、窒素、炭素、
水素からなる元素を少なくとも１種を含むもの（クロムを主成分とする膜、又はＣｒを含
む材料）、などの材料が挙げられる。
　これらのなかでも、窒化クロム、酸化クロム、窒化酸化クロム、酸化炭化窒化クロムの
いずれかを主成分とする材料で形成されている態様が好ましい。前記クロム系薄膜の膜構
造としては、上記膜材料からなる単層、複数層構造とすることができる。複数層構造では
、異なる組成で段階的に形成した複数層構造や、連続的に組成が変化した膜構造とするこ
とができる。
【００５９】
　本発明において、クロム系薄膜は、膜中のクロムの含有量が４５原子％以下である態様
が含まれる。
　膜中のクロムの含有量が４５原子％以下とすることにより、クロム系薄膜のエッチング
レートを高めてレジスト膜厚の低減を図ることができる。
【００６０】
　Ｃｒ系材料は、酸化を進行させるほど塩素系ガスに対するエッチングレートが向上する
。また、酸化させたときほどではないが、窒化を進行させても塩素系ガスに対するエッチ
ングレートが向上する。よって、高酸化、高窒化させることが好ましい。
　なお、膜の欠陥品質に優れる観点からは、酸化炭化窒化クロム、酸化炭化クロムが好ま
しい。また、応力の制御性（低応力膜を形成可能）の観点からは、酸化炭化窒化クロム（
ＣｒＯＣＮ）が好ましい。
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【００６１】
　本発明の半導体デバイスの製造方法は、構成５の転写用マスクを用い、半導体ウェハ上
に回路パターンを形成することを特徴する（構成１５）。
　本発明の半導体デバイスの製造方法は、構成１３の転写用マスクの製造方法で作製され
た転写用マスクを用い、半導体ウェハ上に回路パターンを形成することを特徴する（構成
１６）。
　本発明の半導体デバイスの製造方法は、半導体ウェハ上に形成される回路パターンは、
ＤＲＡＭ　ｈｐ４５ｎｍ世代以降の回路パターンが含まれている態様を含む（構成１７）
。
　本発明の転写用マスク、あるいは本発明の転写用マスクの製造方法で作製された転写用
マスクを用いることで、高い精度の回路パターンを有する半導体デバイスを同じ転写用マ
スクで継続的に製造することができる。
【００６２】
　本発明において、遷移金属とケイ素を含む薄膜のドライエッチングには、例えば、ＳＦ

６、ＣＦ４、Ｃ２Ｆ６、ＣＨＦ３等の弗素系ガス、これらとＨｅ、Ｈ２、Ｎ２、Ａｒ、Ｃ

２Ｈ４、Ｏ２等の混合ガスを用いることができる。
【００６３】
　本発明において、クロム系薄膜のドライエッチングには、塩素系ガスと酸素ガスとを含
む混合ガスからなるドライエッチングガスを用いることが好ましい。この理由は、クロム
と酸素、窒素等の元素とを含む材料からなるクロム系薄膜に対しては、上記のドライエッ
チングガスを用いてドライエッチングを行うことにより、ドライエッチング速度を高める
ことができ、ドライエッチング時間の短縮化を図ることができ、断面形状の良好な遮光性
膜パターンを形成することができるからである。ドライエッチングガスに用いる塩素系ガ
スとしては、例えば、Ｃｌ２、ＳｉＣｌ４、ＨＣｌ、ＣＣｌ４、ＣＨＣｌ３等が挙げられ
る。
【００６４】
　本発明において、レジストは化学増幅型レジストであること好ましい。高精度の加工に
適するためである。
　本発明において、レジストは電子線描画用のレジストであること好ましい。高精度の加
工に適するためである。
　本発明は、電子線描画によりレジストパターンを形成する電子線描画用のマスクブラン
クに適用する。
【００６５】
　本発明において、基板としては、合成石英基板、ＣａＦ２基板、ソーダライムガラス基
板、無アルカリガラス基板、アルミノシリケートガラス基板などが挙げられる。
【００６６】
　本発明において、転写用マスクには、位相シフト効果を使用しないバイナリ型マスク、
位相シフトマスクが含まれる。転写用マスクには、レチクルが含まれる。
　位相シフトマスクには、ハーフトーン型（トライトーン型）、レベンソン型、補助パタ
ーン型、自己整合型（エッジ強調型）等の位相シフトマスクが含まれる。
【００６７】
（実施例１、比較例１）
（マスクブランクの作製）
　図５（１）は、実施例１のバイナリ型マスクブランクの断面図である。
　透光性基板１としてサイズ６インチ角、厚さ０．２５インチの合成石英ガラス基板を用
い、透光性基板１上に、パターン形成用薄膜である遮光膜１０として、ＭｏＳｉＮ膜（遮
光層）、ＭｏＳｉＯＮ膜（表面反射防止層）、をそれぞれ形成した。
　具体的には、透光性基板１上に、モリブデン（Ｍｏ）とケイ素（Ｓｉ）の混合ターゲッ
ト（Ｍｏ：Ｓｉ＝２１原子％：７９原子％）を用い、アルゴン（Ａｒ）と窒素（Ｎ２）の
混合ガス雰囲気で、反応性スパッタリング（ＤＣスパッタリング）により、遮光層（Ｍｏ
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ＳｉＮ膜，Ｍｏ：Ｓｉ：Ｎ＝１４．７原子％：５６．２原子％：２９．１原子％）を５０
ｎｍの膜厚で形成した。
　次に、遮光層上に、モリブデン（Ｍｏ）とケイ素（Ｓｉ）の混合ターゲット（Ｍｏ：Ｓ
ｉ＝４原子％：９６原子％）を用い、アルゴン（Ａｒ）と酸素（Ｏ２）と窒素（Ｎ２）と
ヘリウム（Ｈｅ）の混合ガス雰囲気で、反応性スパッタリング（ＤＣスパッタリング）に
より、表面反射防止層（ＭｏＳｉＯＮ膜，Ｍｏ：Ｓｉ：Ｏ：Ｎ＝２．６原子％：５７．１
原子％：１５．９原子％：２４．４原子％）を１０ｎｍの膜厚で形成した。
　なお、各層（遮光膜）の元素分析は、ラザフォード後方散乱分析法を用いた。
　遮光膜１０の合計膜厚は６０ｎｍとした。遮光膜１０の光学濃度（ＯＤ）はＡｒＦエキ
シマレーザー露光光の波長１９３ｎｍにおいて３．０であった。
　次に、上記基板を４５０℃で３０分間加熱処理（アニール処理）した。
【００６８】
　次に、遮光膜１０上に、クロム系薄膜であるエッチングマスク膜２０を形成した（図５
（１））。
　具体的には、ＤＣマグネトロンスパッタ装置を用い、クロムターゲットを使用し、アル
ゴン（Ａｒ）と二酸化炭素（ＣＯ２）と窒素（Ｎ２）とヘリウム（Ｈｅ）の混合ガス雰囲
気で成膜を行い、エッチングマスク膜（ＣｒＯＣＮ膜，Ｃｒ：Ｏ：Ｃ：Ｎ＝３３．０原子
％：３８．９原子％：１１．１原子％：１７．０原子％）を１５ｎｍの膜厚で形成した。
　なお、ＣｒＯＣＮ膜（エッチングマスク膜）の元素分析は、ラザフォード後方散乱分析
法を用いた。
　上記により、ＡｒＦエキシマレーザー露光用の遮光膜を形成したバイナリ型マスクブラ
ンクを得た。また、同様の手順により必要枚数製造した。
【００６９】
（転写用マスクの作製）
　マスクブランクのエッチングマスク膜２０の上に、電子線描画（露光）用化学増幅型ポ
ジレジスト１００（ＰＲＬ００９：富士フィルムエレクトロニクスマテリアルズ社製）を
スピンコート法により膜厚が１００ｎｍとなるように塗布した（図５（１））。
　次に、レジスト膜１００に対し、電子線描画装置を用いて所望のパターンの描画を行っ
た後、所定の現像液で現像してレジストパターン１００ａを形成した（図５（２））。
　次に、レジストパターン１００ａをマスクとして、エッチングマスク膜２０のドライエ
ッチングを行い、エッチングマスク膜のパターン２０ａを形成した（図５（３））。ドラ
イエッチングガスとして、Ｃｌ２とＯ２の混合ガス（Ｃｌ２：Ｏ２＝４：１）を用いた。
　次いで、残留したレジストパターン１００ａを除去した（図５（４））。
　次いで、エッチングマスク膜のパターン２０ａをマスクにして、遮光膜１０を、ＳＦ６

とＨｅの混合ガスを用い、ドライエッチングを行い、遮光膜パターン１０ａを形成した（
図５（５））。
　次いで、エッチングマスク膜のパターン２０ａを、Ｃｌ２とＯ２の混合ガス（Ｃｌ２：
Ｏ２＝４：１）を用い、ドライエッチングを行い、剥離除去した（図５（６））。Ｃｒ剥
離の時間は２５秒とした。また、前記の製造したバイナリ型マスクブランクすべてに対し
、同様の手順で同じ転写パターンを有する転写用マスク（バイナリ型マスク）を作製した
。
【００７０】
　次に、上記の手順で作製した複数枚の転写用マスクを、アルカリ溶液で洗浄する工程、
温水で洗浄する工程、およびオゾン含有水で洗浄する工程をこの順に行った。
　アルカリ溶液で洗浄する工程は、水酸化アンモニウム（ＮＨ４ＯＨ　濃度　２５ｗｔ％
）：過酸化水素（Ｈ２Ｏ２　濃度　３０ｗｔ％）：水（Ｈ２Ｏ）＝２：１：４（体積比）
の溶液を室温で使用した。処理時間は、比較例１－１で０分（即ち処理せず）、比較例１
－２で５分、実施例１－１で１５分、実施例１－２で３０分、とした。
　温水で洗浄する工程は、温度９０℃のイオン交換水（DI water：deionized water）を
用いた。処理時間は、比較例１－１で０分（即ち処理せず）、比較例１－２で５分、実施
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例１－１で１５分、実施例１－２で３０分、とした。
　オゾン含有水で洗浄する工程は、５０ｐｐｍのオゾン含有水を室温で用いた。処理時間
は、比較例１－１で０分（即ち処理せず）、比較例１－２で５分、実施例１－１で１５分
、実施例１－２で３０分、とした。
　以上のようにして、マスクブランクから、実施例１－１、実施例１－２、比較例１－１
、比較例１－２についての転写用マスクをそれぞれ作製した。
【００７１】
（参考例１）
　実施例１において、ＭｏＳｉ系の遮光膜１０上に、Ｃｒ系のエッチングマスク膜２０を
形成せず、レジストパターン１００ａをマスクとして、ＭｏＳｉ系の遮光膜１０をパター
ニングしたこと以外は、実施例１と同様とした。
【００７２】
（Ｄ－ＳＩＭＳによる分析）
　上記で得られた転写用マスクについて、二次イオン質量分析法（SIMS：Secondary Ion 
Mass Spectrometry）を用い、試料を削りながら測定するダイナミックモード(D-SIMS)（
一次イオンはＯ２）で、残留物質を調べた。測定領域は、ラインアンドスペースを含む領
域とした。
　その結果、Ｃｒ残留濃度（ａｔｏｍｓ／ｃｍ３）は、比較例１－１（即ち洗浄処理せず
）で１．００×１０１９、比較例１－１（洗浄時間各５分）で１．０９×１０１８、実施
例１－１（洗浄時間各１５分）で４．９０×１０１７、実施例１－２（洗浄時間各３０分
）で１．６９×１０１６、参考例１（Ｃｒ系のエッチングマスク層２０を形成せず）で５
．００×１０１５、であった。
【００７３】
（ＡｒＦエキシマレーザー照射によるＣＤ変化）
　上記で得られた転写用マスクについて、ＡｒＦエキシマレーザー（波長１９３ｎｍ）照
射によるＣＤ変化量を調べた。
　照射条件は、繰り返し周波数３００Ｈｚ、パルスエネルギー１６ｍＪ／ｃｍ２／ｐｕｌ
ｓｅ、積算照射量４０ｋＪ／ｃｍ２、とした。
　なお、積算照射量４０ｋＪ／ｃｍ２は、転写マスクを用いて、ウェハ１５０，０００枚
のレジスト膜に対して転写パターンを露光転写したことに相当する。
　ＣＤの測定は、１８０ｎｍ幅のラインであって、面内に均等に配した６箇所にある各ラ
インについて、ＣＤ変動量（照射後のＣＤ－照射前のＣＤ）を測定し、平均値を求めた。
　その結果、ＣＤ変動量（平均値）は、比較例１－１（即ち洗浄処理せず）で１９．５ｎ
ｍ、比較例１－２（洗浄時間各５分）で１５．９ｎｍ、実施例１－１（洗浄時間各１５分
）で４．７ｎｍ、実施例１－２（洗浄時間各３０）で３．９ｎｍ、参考例１（Ｃｒ系のエ
ッチングマスク膜２０を形成せず）で１．０ｎｍ、であった。
【００７４】
　遮光膜１０のＣｒ残留濃度（ａｔｏｍｓ／ｃｍ３）と、ＡｒＦエキシマレーザー照射に
よるＣＤ変動量（ｎｍ）との関係を図１に示す。
　ＭｏＳｉ系材料からなる遮光膜からなる転写パターンの表層（表面及び側壁部分）のク
ロム含有量を１．０９×１０１８　ａｔｏｍｓ／ｃｍ３未満とすることによって、比較例
１－１（即ち洗浄処理せず）に比べ、Ｃｒ残留濃度を１桁低減でき、ＣＤ変動（ＣＤの太
り）を１９．５ｎｍから約１０ｎｍへ半減でき、効果が大きい。
　ＭｏＳｉ系遮光膜からなる転写パターンの表層（表面及び側壁部分）のクロム含有量を
５．００×１０１７　ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以下（１．００×１０１８　ａｔｏｍｓ／ｃｍ
３未満）とすることによって、比較例１（即ち洗浄処理せず）に比べ、Ｃｒ残留濃度を約
１／５０に低減でき、ＣＤ変動（ＣＤの太り）を１９．５ｎｍから７．５ｎｍ以下へ約１
／３に低減でき、効果が極めて大きい。
　ＭｏＳｉ系遮光膜からなるパターン表層（上面及び側壁）のクロム含有量を３．４０×
１０１７　ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以下とすることによって、比較例１（即ち洗浄処理せず）
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に比べ、Ｃｒ残留濃度を２桁近く低減でき、ＣＤ変動（ＣＤの太り）を１９．５ｎｍから
４．７ｎｍへ約１／４に低減でき、更に効果が大きい。
【００７５】
　参考例１では、ＡｒＦエキシマレーザーの照射に対するＣＤ変動については、最も良好
な結果とはなったが、パターン欠陥検査において、ＭｏＳｉ系遮光膜に形成された転写パ
ターンにパターン欠陥が多数発見され、転写用マスクとしては不適であった。マスク作製
プロセス中にレジストパターンの倒壊や脱離が発生したことが原因と思われる。
【００７６】
　なお、ラインアンドスペースを含む領域におけるＣｌ残留濃度と、比較例１－１（即ち
洗浄処理せず）、比較例１－２、実施例１－１、実施例１－２の各洗浄工程実施との関係
を調べたが、洗浄工程の違いによるＣｌ残留濃度の差異はない（長時間洗浄してもＣｌ残
留濃度は減らず、図３に変化がない）ことがわかった。このことから、Ｃｌ残留濃度は、
ＡｒＦエキシマレーザー照射によるＣＤ変化に影響を与える可能性が小さいと考えられる
。なお、図３のD-SIMSでは一次イオンはＣｓとした。
【００７７】
（比較例２）
　実施例１において、アルカリ溶液で洗浄する工程の前に、酸洗浄工程を追加する（すな
わち、クロム系材料からなるエッチングマスク膜のパターン２０ａをエッチング除去後は
、アルカリ溶液の洗浄工程ではなく、酸洗浄工程を行う。）と共に、オゾン含有水で洗浄
する工程を省略したこと以外は、実施例１と同様とした。
　酸洗浄工程は、硫酸（Ｈ２ＳＯ４　濃度　９８ｗｔ％）：過酸化水素（Ｈ２Ｏ２　濃度
　３０ｗｔ％）＝４：１（体積比）の溶液を９０℃に加熱して使用し、処理時間は１０分
とした。
　実施例１と同じ条件でＡｒＦエキシマレーザー照射によるＣＤ変化量を調べた結果、各
ライン（面内均等６箇所）のＣＤ変化量（平均値）は、１１～１９ｎｍであった。
【００７８】
（実施例２）
　実施例１において、オゾン含有水で洗浄する工程の後に、Ｃｌ２とＯ２の混合ガス（Ｃ
ｌ２：Ｏ２＝４：１）を用いたドライエッチングによる工程（処理時間１５０秒）を追加
したこと以外は、実施例１と同様とした。
　実施例２で得られた転写用マスクについて、同じ条件でＡｒＦエキシマレーザー照射に
よるＣＤ変化量を調べた結果、各ライン（面内均等６箇所）のＣＤ変化量は、いずれも２
ｎｍ以下であった。
【００７９】
（実施例３）
　実施例１において、アルカリ溶液で洗浄する工程、温水で洗浄する工程、およびオゾン
含有水で洗浄する一連の工程を２回行った（各工程の条件はいずれも実施例１と同様）こ
と以外は、実施例１と同様とした。
　実施例３で得られた転写用マスクについて、同じ条件でＡｒＦエキシマレーザー照射に
よるＣＤ変化量を調べた結果、各ライン（面内均等６箇所）のＣＤ変化量は、いずれも２
ｎｍ以下であった。
【００８０】
（比較例３）
　実施例２において、アルカリ溶液で洗浄する工程、温水で洗浄する工程、およびオゾン
含有水で洗浄する一連の工程に替えて、Ｃｌ２とＯ２の混合ガス（Ｃｌ２：Ｏ２＝４：１
）を用いたドライエッチングによる剥離（洗浄）工程（処理時間１５０秒）を実施したこ
と以外は、実施例１と同様とした。
　比較例３で得られた転写用マスクについて、同じ条件でＡｒＦエキシマレーザー照射に
よるＣＤ変化量を調べた結果、各ライン（面内均等６箇所）のＣＤ変化量は、２．７～２
２ｎｍと非常にばらつきの大きい結果であった。
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（実施例４）
　比較例３において、Ｃｌ２とＯ２の混合ガス（Ｃｌ２：Ｏ２＝４：１）を用いたドライ
エッチングによる剥離（洗浄）工程（処理時間１５０秒）の後に、アルカリ溶液で洗浄す
る工程、温水で洗浄する工程を実施した（各工程の条件はいずれも実施例１と同様）こと
以外は、実施例１と同様とした。
　実施例４で得られた転写用マスクについて、同じ条件でＡｒＦエキシマレーザー照射に
よるＣＤ変化量を調べた結果、各ライン（面内均等６箇所）のＣＤ変化量は、２～５ｎｍ
であった。
【００８２】
（半導体デバイスの製造）
　次に、実施例１～３、比較例１～３と同様の手順で、ＤＲＡＭ　ｈｐ４５ｎｍ世代の転
写パターンがパターン形成用薄膜に形成された転写用マスクを作製した。出来上がった各
転写用マスクのパターン形成用薄膜に対し、ＡｒＦエキシマレーザー（波長１９３ｎｍ）
の照射を実施例１と同じ条件で行った。これにより、半導体ウェハ１５０，０００枚のレ
ジスト膜に対して転写パターンを露光転写したときと同等の状態の転写用マスクをそれぞ
れ準備した。この準備した各転写用マスクを用い、半導体ウェハ上のレジスト膜に対して
、転写パターンを露光転写する工程を行った。露光装置には、ＡｒＦエキシマレーザーを
光源とする液浸方式のものが用いられた。具体的には、露光装置のマスクステージに、準
備した各転写用マスクをセットし、半導体ウェハ上のＡｒＦ液浸露光用のレジスト膜に対
して、露光転写を行った。露光後のレジスト膜に対して、所定の現像処理を行い、レジス
トパターンを形成した。さらに、レジストパターンを用いて、半導体ウェハ上にＤＲＡＭ
ハーフピッチ（ｈｐ）４５ｎｍの回路パターンを形成した。
【００８３】
　得られた各半導体ウェハ上の回路パターンを電子顕微鏡（ＴＥＭ）で確認したところ、
実施例１～３の条件で作製した転写用マスクを用いて製造した回路パターンは、ＤＲＡＭ
ハーフピッチ（ｈｐ）４５ｎｍの回路パターンに求められる仕様を十分に満たしていた。
すなわち、実施例１～３の転写用マスクは、半導体ウェハ１５０，０００枚分の露光転写
を行った後であっても、半導体ウェハ上にＤＲＡＭハーフピッチ（ｈｐ）４５ｎｍの回路
パターンを精度よく転写することが十分に可能であることが確認できた。
【００８４】
　これに対し、比較例１～３の条件で作製した転写用マスクを用いて製造した回路パター
ンは、設計値からのＣＤ変化量が大きく、ＤＲＡＭハーフピッチ（ｈｐ）４５ｎｍの回路
パターンに求められる仕様を満たせていなかった。すなわち、比較例１～３の転写用マス
クは、半導体ウェハ１５０，０００枚分の露光転写を行った後では、半導体ウェハ上にＤ
ＲＡＭハーフピッチ（ｈｐ）４５ｎｍの回路パターンを精度よく転写することができない
ことが確認できた。
【符号の説明】
【００８５】
１　　　透光性基板
２　　　パターン形成用薄膜
２ａ　　変質層
１０　　遮光膜
２０　　エッチングマスク膜
１００　レジスト膜
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